
　白山市では、子どもも大人もすべての人たちがしあわせに暮らせるまちをめざして、「白山市子どもの

権利に関する条例」という市の決まりをつくりました。この条例は、世界でみとめられている「子どもの

権利条約」をもとにつくられた、子どもの権利をまもるための「やくそく」です。

　市では、この「やくそく」を守りながら、子どもどうしや子どもと大人が協力しあえるようなまちづくり

を行っていきます。

権利は、「あたりまえのこと」という意味です。

だから、「子どもにとってあたりまえのこと」が、

「子どもの権利」です。

白山市では、「子どもの権利」を4つに分けました。

すべての子どもが、

一人の大切な人として育ってほしい。
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たいせつ こ けんり



こ あそ べんきょう

し やくわり

こ けんり まも

こ そだ おうえんおや こ

こ つか ばしょ けんりこ まも

こ じぶん かんが かつどう おうえん

こ う ばしょそうだん こ まも

こ いけん い こ いけん つと

大人には、子どもの権利を守っていく責任があります。とくに、子どもと暮らす親には、大きな

責任があります。そして、子どもも、お互いに自分たちの権利を大切にしなければなりません。

子どもの権利が守られているかをチェックするために、

白山市には「子どもの権利委員会」があります。また、

子どものことならどんなことでも相談できる「子ども相

談室」があります。
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白山市子どもの権利に関する条例の考えを

もっと多くの子どもたちにわかってもらうた

め、「白山市子ども憲章」を制定しました。

この憲章は、子ども会議に参加した子ども

たちが中心になって、大人と一緒に作りま

した。
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◇秘密は守ります。費用は無料です。

◇電話、メール、面接、家庭訪問の

　いずれの方法でも相談に応じます。

◇希望に応じて専門機関と連携して

　対応します。

校のこと、友だちのこと、家のこと、　

どんなことでも気軽に相談してください。

電話 （076）２７６－１７９２

　　 月曜～金曜　8時30分～17時15分

　　 木曜のみ　　8時30分～18時30分

メール kodomo-soudan@city.hakusan.lg.jp
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